	第2回　丸亀市人権政策推進審議会会議録

	日　時
	令和8年2月16日（月）午後2時00分～午後3時30分

	場　所
	マルタス　ROOM4

	出席者
	（丸亀市人権政策推進審議会委員）
竹上精一、宮武正治、大木祐治、長谷川雄士、織田博、奥澤日登美、藤田登茂子、川西弘倫、柳澤和代、香川真衣、岡田直樹、柴川優花、井上昌子
審議会委員19名中、以上13名出席

	
	（事務局）

七座総務部長、井下課長、近藤副課長、平本担当長、毛利主査

	欠席者
	（丸亀市人権政策推進審議会委員）
宮川文子、北川龍一郎、宮武亮二、畑修平、秦佳子、土井留美子
以上6名欠席

	傍聴者
	なし

	議　題
	(1)会長・副会長選出、(2)「丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針(改定)」諮問書手交式、(3)「丸亀市人権政策推進審議会の目的」について、(4)「人権関係の法令等」について、(5)「丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針(改定版)」討議

	会　議　の　概　要　

	【事務局】
それでは定刻が参りましたので、ただいまから令和7年度第2回丸亀市人権政策推進審議会を開催いたします。本日はご多忙の中ご出席いただき厚くお礼申し上げます。会長が選出されますまでの間、事務局が議事進行を務めて参ります。よろしくお願いします。

また、本日、有料駐車場に駐車している委員につきましては、無料駐車券をお渡ししますので、審議会の終わりに配布いたします。お帰りの際には、声をかけてください。

それでは初めに松永丸亀市長よりご挨拶申し上げます。
　(市長挨拶)
【事務局】
ありがとうございました。

それでは、改選以降初めての審議会でございますので、皆様に自己紹介をお願いしたいと思います。名簿順に竹上委員より自己紹介をお願いします。

（竹上会長から、名簿順に自己紹介）
【事務局】
続きまして、事務局職員をご紹介します。
（七座部長より順に自己紹介）
【事務局】
それでは会議に入ります前に、資料の確認をいたします。

　　（事務局より、資料の確認）
議題1「審議会の会長、副会長の選出」
事務局に一任され、会長に特定非営利活動法人香川人権研究所の竹上委員、副会長に丸亀市人権・同和教育研究協議会の宮武委員に決定。
それでは、就任のご挨拶をお願いします。
【会長】

ただいま、会長に選任いただきました竹上と申します。どうぞよろしくお願いします。

至らぬ点も多々あるかと思うんですけれども、皆さんから忌憚のないご意見をいただきながら、審議をスムーズに運んで参りたいと思います。
【副会長】
ただいま副会長に推薦いただきました宮武でございます。竹上会長を補佐しながら、審議を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
【会長】
議題2「丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針(改定版)」について、市長から本審議会に対し、諮問があります。よろしくお願いします。
【市長】
丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針の見直しについての諮問
　 (諮問書を読み上げ)
（諮問書を会長に渡す）
【会長】
丸亀市人権教育・啓発に関する基本指針の見直しについて、諮問をいただきました。この諮問について、審議会で議論を進めていきたいと思います。委員の皆様におかれましては、のちほど審議をお願いいたします。ここで松永市長は、公務のため退席されます。

(松永市長退席)
【会長】
議題3、4の後、基本指針について事務局から改定のスケジュールなどの説明をお願いし、そのあと審議に入っていきたいと思います。まず、審議会の運営につきまして、会議の公開、会議録の公開について確認いたします。

【事務局】

本日は、宮川委員、北川委員、宮武委員、畑委員、秦委員、土井委員から都合により欠席の連絡を受けております。よって、本審議会委員19名のうち、13名の委員のご出席をいただいており、附属機関設置条例第1条別表による半数以上を満たしておりますので、この会議が成立しておりますことを報告いたします。なお、この審議会は、附属機関会議公開条例により原則公開となっています。また、議事録もホームページで公開することといたします。議事録につきましては、要点筆記で行い、発言については「Ａ委員・Ｂ委員」と記載し公開いたします。情報公開条例による開示請求を受けた場合は、発言者名入りで開示いたしますのでよろしくお願いします。
【会長】
　　議題3「人権政策推進審議会の目的」について、事務局より説明をお願いします。
【事務局】
　　(人権政策推進審議会の目的説明)
【会長】
　　調査、審議、建議と3つありますね。審議会の内容が説明されましたが、この調査というのは、何を指していますか。
【事務局】
　　特に定めはありませんが、人権課が行っている例えば昨年行いました市民意識調査などの調査も含めて、皆様のご意見をお聞きしたいということでございます。
【会長】

議題4「人権関係の法令等」について、事務局より説明をお願いします。
【事務局】
　　(人権関係の法令等説明)
【会長】
　　議題5に移っていきたいと思います。

先ほど市長から本審議会に対して、「丸亀市人権教育啓発に関する基本指針(改定版)の見直しについて、諮問がありました。本審議会においては、この諮問を受けて改定に向けた議論をお願いすることになります。委員の皆様の活発な議論をお願いしたいと思います。

まず、審議に入る前に本日配られています改定に向けてのスケジュールについて、事務局から説明をお願いします。
【事務局】
　　令和8年2月から12月まで、本審議会におきまして審議を行うスケジュールを立てております。審議会の回数につきましては、今日を含めまして3回の予定で開催し、ご審議をいただきたいと考えております。まず、本日いただいたご意見をまとめ、事務局にて改定(案)を作成します。改定(案)ができましたら、6月ごろに2回目の審議会を開催し、ご審議をお願いしたいと考えております。

その後、庁内や議会での説明を経まして、9月にはパブリックコメントを実施する予定です。パブリックコメント終了後、11月頃に3回目の審議会を開催し、最終的なご審議を経て、12月頃に本審議会からの答申を作成し、庁内会議での説明後、来年3月ごろに完成するというスケジュールで進めて参りたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
【会長】
それでは、改定に関しての基本指針の変更点について、事務局から説明をお願いします。
(主な変更点説明)
【会長】
　　では、それぞれのお立場で、専門的な知見等もお持ちだと思いますので、その視点でご意見いただけるとありがたいです。
【会長】
35ページですね、下の方で(イ)インターネットの誹謗中傷の防止及び被害者支援の1行目です。

かぎ括弧内、インターネットのイの記載が抜けておりますのでつけておいてください。
【A委員】
　　DVとかHIVなどの表記について、10年前の指針はDVとかHIVは全角になっていましたが今回は、半角になっており、非常に小さい文字になっているところが気になりました。人権デュー・ディリジェンスやGIGAスクール構想等、非常にわかりにくいところがありました。何かこれ説明を加えてもらわないと非常にわかりにくいと思います。それと、※印で説明してるところで、例えば、障害者差別解消法とは、の「とは」はいらないと。説明するところなので、「とは」はいらないと思います。括弧の中のブランクが空いてますし、ほとんどのところは半角のスペースとかが空いてるんですね。見直した方がいいと思うのですが。
それと、括弧の表記について、全角や半角が混じっている。統一しないといけないのでは。それと、丸亀支局管内人権啓発活動ネットワーク協議会というのは、「観音寺」がついて、「丸亀・観音寺支局管内地域人権啓発活動ネットワーク協議会」であろうと。確認してください。それと、17ページの消防署職員について、見出しが一番下になっているから改行して、体裁を整えるといいと思います。
【会長】
　　括弧について、半角でも全角でもいいと思いますが、全角だと間隔が空いていて、ぱっと見た感じでいくと、見づらい気もしますかね。事務局、どうしましょうか。
【事務局】
　　半角の方が見やすいと思いますので、指針全体を修正したいと思います。

【会長】

それぞれの立場で気になる項目等、ご意見いただけるとありがたいんですがいかがでしょうか。

私の方から1点。これ指針ですから、全体的には、推進するとかね、実施するっていう文言があって、じゃあ何をどのように具体的にするのかっていうのは書いてないじゃないですか。指針なので、これを受けて、具体的なものはまた順次出てくるようになりますか。指針っていう言葉はイメージだと方向性を示す、範囲を示すみたいだとしたら、こういう書きぶりかなと思って。

これを受けて、具体的なものはまた新たに出てきますか。
【事務局】
それぞれの事業で指針の内容を反映した具体的な啓発活動をやっていきますので、具体的な内容はこの指針の中には入れないです。

【会長】
私の前職が教員なので学校教育のことっていうのはずっと見ていると、いろいろ気になる部分があるんです。それは何かというと、ここに書いてることって正論なんです。学校でこういうことをやっていく必要があるのは当然ですけれども、一方で、今の学校現場、これを具体化するだけの余力があるのかって言うと、何となくクエスチョンマークがつくんですよね、正直なところ。なので、私がすごく気になるのは、絵にかいた餅にならないのかということなんです。例えば、教員や隣保館だったり公民館の方がメンバーとして、特別にこの会だけに入ってくれた方がいいのかなあと思ったりします。個人的な意見ですが。なので、こうして欲しいとかではなく、これを具体的に進めていくときにブレーキになるような学校現場になってしまっているという懸念があるっていうのをお伝えしたほうがいいと思いました。内容についての議論ではないんです。別に回答は求めません、独り言です。
【事務局】
　　竹上会長がおっしゃっている通り、この部分について、学校や学校関係の所管課など、児童館を含めた隣保館等にも今作成中の指針の内容については事前に見ていただいていますが、内容や理想論、絵にかいた餅にならないような形で、また本当にこの指針を実現できるのかどうかも含めて再度、学校関係の所管課にも確認していきたいと思います。次回に、内容を修正したものになるのか、このままになるのかはわかりませんが、それを踏まえたもので、再度、お示しさせていただきます。
【会長】
　パブリックコメントで意見を求めますよね。その中で学校などの団体からの意見もそこに入ってくるのは可能でしょうか。パブリックコメントについては、広く皆さんのご意見をお聞きすることになりますよね。パブリックコメント等を出せる人の条件は。
【事務局】
　　丸亀市民の方、丸亀市内に通勤、通学されている方が条件になってます。その方たちのご意見に基づいて指針への反映をしていきたいと考えています。
【会長】
他にも、どうでしょうか。何か一言言っていただけるとありがたいかなと思いますが。

【B委員】
インターネットのところで、SNS上で地域を晒しているなどの内容を入れるのは、どうでしょうか。SNSのことは書いているけれど、地域を晒しているなどについて書かれてなく、細かいところになりますが、それを触れるような文章を入れたらいいと思いました。
【会長】
当然、いろんな立場の方もいらっしゃる。そして今日この審議会もいろんな立場の方がいらっしゃる。当事者目線で考えた時に、なるほどなと思いながら聞いてました。先ほども言いましたが、指針なので大きな方向性を示して個別具体的なものについてはこれからパブコメで意見をいただきながら最終的な具体案に向けて、もう1つの段階のものが出てくるでしょう。その中に、今、B委員が言ったようなことがもっと具体的に入っておくべきなのか。ここは押さえていくぞという市のスタンスで、不満を明確に入れておくっていうのは、ある意味でメッセージ性があるのかなあと思いながら、どっちが良いのかなあと思いながら聞いていました。いろんな当事者の方がいらっしゃる中で、このインターネットに関しては、ど真ん中だと思います。条例を作ったことで言うと、この文言は入れた方がいいのではないかと、私は少し傾いてます。具体化として、指針に掲載するのかというところについて、課長さんいかがですか。
【事務局】
事務局としても、今、会長さんがおっしゃった通り、インターネットの誹謗中傷、特に同和地区を晒すという問題が現段階では、最も問題となっていることを認識し、指針の中で掲載するべきと考えております。大きな問題の1つであるとして、インターネットの課題部分に掲載し、個別人権課題にも掲載したいと思っております。

【会長】
それぞれ独自の視点をお持ちだと思うので、細かいことでも構わないですし、ちょっと気になるなど、まだ最初の会ですし、今からどんどん煮詰めていくので、いろんな意見があればありがたいです。学校現場では、こうやって沈黙すると、先生はとっても苦しいです。そういうときに何をするか。少し時間取りますから、隣や近くの人といろいろ話すよう子供に振るんです。面と向き合うと意見を出しづらい。前の人と少し話し合いをすると、後ろから押してもらえることもあると思うので、隣や近くの人と考えなどの話をしてください。今、3時10分です。15分まで、5分間時間とりたいと思います。お茶を飲みながら、雑談みたいな感じで情報交換していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
(委員同士で意見交換)

【会長】
1つだけ確認したいことがあるのですが、人権教育啓発という特化したような指針を作ろうとしてますよね。指針ですから方向性を示すもので、前回から10年たって時代の変化やいろいろな人権侵害も新しく発生したり、社会情勢が変わったから、結構内容を追加してきています。

内容的なことで、今ダーッと説明を受け、皆さん、読んだ印象としては、この方向でほぼほぼいいだろうなあとか、この方向としてまずいよなど、大きなところを確認させていただきたいんです。これから、つけたしたり削ったりしながら微調整はこれからしていくんですけれども。方向性としてはこれでOKかなと思う方、挙手をしていただいてよろしいでしょうか。
(委員、全員挙手)
何となく無理やり挙げさせた感もありますが。ありがとうございます。

次回6月頃には、事務局でいろんな修正等をしながら、もう1回案が出てくるタイミングがあります。皆さんも、6月までに読み直す中で、少し意見をまとめていただいて、6月にもう一度検討できたらありがたいと思うところです。何度もくどいようですけれども、あくまでも指針です。個別具体については、今後、それを具体的に実施する折に、指針を基に実践できやすいもの、パッケージとして作れる方向でいけるといいと思いました。

では、審議の方はこれで終わりにして、報告に移ります。「インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」について、事務局からお願いします。

【事務局】
(条例チラシについて説明)
【会長】
何かありましたら、人権課毛利さんまで、ご連絡いただきますようお願いいたします。あと、一番最後のページにホームページのアドレスがありますよね。指針を確認したいと思ってホームページに移ったとして、丸亀市のホームページに飛ぶんですよね。そこからまた人権課を探さないといけないから、QRコードにしてもらえませんか。なので、QRから、直接人権課に移るようにしてほしいです。
【事務局】
そのように変更いたします。
【会長】
はい、そのようにお願いします。それでは、事務局に司会をお返しします。よろしくお願いします。

【事務局】
本日はありがとうございました。次回の審議会は6月頃の開催を予定しております。日程調整などご案内させていただきますので、皆様のご協力をお願いいたします。また、今日、審議や質問など、なかなか発言しにくい場面もあったかと思いますので、随時人権課でも受け付けておりますので、直接ご提案をいただいたり、FAX、ホームページの方からご意見とか、メールにてご意見などいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。以上を持ちまして、審議会を閉会いたします。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。
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